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障がい者制度改革推進会議

議長 小川 榮一 様

第 27回障がい者制度改革推進会議 (H22.12.6)

資料2-1 大濱員委員提出

平成22年12月 6日

障がい者制度改革推進会議 構成員

社団法人全国青髄損傷者連合会 冨」理事長

大濱 員

第二次意見の策定にあたつて (意見 )

II鷹書著あ地雌 意
=blセ

|

○ 障害者基本法改正の「基本的理念」(現行法第3条投 項関係)については、障害者で

ない者と等し<、 特定の生活様式で生活するよう3会いられることな<、 自らの判断によ

り地域におしヽて生活する権利を有することを盛り込むべきである。

|〇 障害者基本法改正の「医療、介護等」(現行法第12条関係)については、国及び地方
/AN共団体が、重度障害者が地域において生活できるように支援する上で必要な財政上の

措置を、特に講じなければならないことを明記するべきである。|

(理由) 特に重度障害者に対する支援体制が十分でないために、入所施設や病院などの

| 「特定の生活様式」を選択せざるを得ないのが現状であることから。

規定ぶリイメージ (現行法第3条第2項関係)     :ヽ

すべて障害者は(障害者でない者と

う強いられることな<、 :自 らの判断により地域において生活する権利を有す

るとともにて暮らの崇塞毎墓墓≧■社会を構成する一員として、社会、経済く

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を有するものとすること。

規定ぶリイメージ
.(現

行法第12条関係)

国及び地方公共団体は、特に重度障害者が地域において生活できるように

支援する上で必要な財政上の措置を講じなければならないこと。

|

○ 【「障害の予防」に対する基本的者え方】

障害者基本法改正の「障害の予防に関する基本的施策」(現行法第23条関係)′ につい

てはt障害の原因となる傷病や疾病に対する予防対策は、障害者施策としてではな <、

T般公衆衛生の中で行われていることから、「障害は不幸である」という差別や偏見を

与えかねない「障害の予防」という表現暮袋率聴事惑等率華廃穿菜斃碁速璽塾重≦型コ堕重
の原因となる傷病の治癒 。治療」とするべきである。

またt必要な情報提供の下で快適な生括を送るための健康の増進・治療・回復に不可
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欠な条件整備の一慕二環として、障害の原因となる傷病の治癒や疾病製 の原因・発生

解明のための基礎研究腐扱 び、研究成果に

対策を講ずるべきである。           .           ｀

(理由) 障害者基本法改正にあたっての「新たに議論した分野についての推進会議の間

題認識」の「-2.障害の予防」について、「健康の増進」の条件整備の丁環として

新たな治療 (先端医療を含む)も不可欠であることを、【難病を始めとする疾憲等

に対する適切な理解の促進及び調査研究の推進】だけではなく【「障害の予防」に

対する基本的者え方】でも明記すべきであるから。

131111障害あある1字に1対す|る1卓1期1豊‐機lt=うt:`|             :   :  :
○ 障害者基本法改正の「障害のある子に対する早期支援」(新設)については、_国および

地

"公

共団体は、築■纂の準科■実琴堕害のある子の権利を保障するために、障害のあ
る子 (乳幼児においては早期に適切な支援を得られなければ後に障害を持つ可能性が高

い子を含む)及びその家族もし<は家族による監護が得られない場合にはこれに代わる

代替的な監護を提供するものに対し、早期からの継続的な支援を提供するための必要な

施策を講じなければならない。また、代替的監護に対する支援は家庭的な環境のなかで

提供されなければならない。

(理由) 新生児特定集中治療室 (NIC∪ )に象徴される医療技術の発達により、重症心
: 

身障害児をはじめとする障害児に対する支援ニーズが急速に増大している。特に

重症児を養育するな族に過重な負担がかかつている現状に対して、本人や家族に

対する支援を拡充することは急務である。よって、障害児支援含同作業チームか

ら提案されている「障害者基本法 :障害児条項イヌァジ修正案」のうち「4.早
期支援」について、ぜひとも障害者基本法の改正に盛り込むべきであると考える。

また、「家族による監護が得られない場合にはこれに代わる代替的な監護」におけ

る里親に対する支援を含めて、障害児の養育に対する支援をさらに強調する規定

ぶりが必要だと考える。

14■権 舎著政策妻自疑 ■ガ障馨著1政策妻畳会|み当:事著貌血喜うtヽそ|

○ 障害者基本法改正の「障害者政策委員会の組織」(現行法第25条関係)及び「地方障
.害

者IEX策委員会」(現行法第26条関係)については、委
1員の過半数を障害者とするべき

である。:       
‐

(理由) 障害者自立支援法の地域自立支援協議会のような形骸化に陥らないようにする

ために、国と地方/AN共団体のモニタリング機関については当事者参加を明確にす

るべきであるから。    ,こ

参考11■億書者基本法1護■におtfぶ |「障害著あ範薗ゴ1にう11セ  ́         ‐

○  「障害者の範囲」について、「機能障害」(医療モデル)の概念に「社会的な障壁」(社

会モデル)の理念を組み込んで定義する必要がある。もしくはt囃 能障害」(医療モデ

ル)の概念を重視し、現行以上に幅広<定義するか、を議論のポイントとすることを提

案する。詳し<は別紙1を参照されたい。
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1参考12● :教1青場苗そ|め1介動サ■tlズ|あ1莉南:`こう|いて,

○ 障害者総含福祉法 (仮称)におけるパーソナル・アシスタンスとして、就労(就学、
入院などを横断するシームレスな介護制度が、総含福祉部会の訪間系作業チームで検討

されているところであるが、これに関連して、全国障害学生支援センターからの要望書

を見」紙2と して添付する。             :
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権利条約における「障害者の定義」

●障害者には、長期的な身体的t精神的、矢目的又は感

覚的な機能障害であつて、1様叔な障壁との相互作用

により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ

効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を

含む。 (政府公定訳文案)

●PeFso∩ s、Ⅳith disabilities i∩ ёlude those who

ha∨ё long一term physical,mo∩ tal,iF、te1lёctttal

Or sё∩sOry imoairments kA/hiCh i∩ i∩teraction

With∨arious barriers rnay hi∩dёr theiF f由 ll

and ёffecti∨ё‐participation i∩ sOciety o∩ an

eQual basis kA/lth Othё rs.(房ミE丈)

権利条約による

障害者の定義の
平面モデル

長期的な機能障害

(継続的/断続的)

(1,テ」)
近視のために

メガネをかけている人

＼

「障害者」

社会的な障壁
によるリト除

人種差鬼」を

受けている人

(lp」 )難病患者  (例)ユニークフェイス



障害者制度改革における「障害者の定義」
権利条約における障害者の定義|よ、少な<とも「長
期的な機能障害を有すること」こ「社会的な障壁に
よって排除されていること」が重なうた集合を含む、
としている (以下「集合①」)。

日本の現行制度における障害者の定義は、身体障害
者と知的障害者と精神障害者の合計とされており、
これは集合①の部分集合だと考えられる (以下「集
含②」)6
障害者制度改革 (特に障害者基本法改正)における
「障害者の定義」では、少な<とも、集合①から集
合②を差し引いた差集合に向けて拡張することが不
可欠ではないか?

代表的な2つの議論
そのうえで、集合①よりもさらに1拡張して障害者を
定義づける必要があるか否かがFo3題になるのではな
いか?
このとき、「社会的な障壁によって排除されている
こと」を以うて障害者の定義とすることは困難であ
る (たとえば「人種差局」を受けている人」も「社会
的な障壁によつて排除されている」から)。

そこで、考えられる代表的な議論を2つ例示する。

A案 三「長期的な機能障害を有すること」と「社会
的な障壁によって排除されていること」の2
条件に適含すること (集合①)を以つて障害
者の定義とする。

B案 三「長期的な機能障害を有すること」を以つて

障害者の定義とす攣。         ‐



「機能障害」ど「社会的な障壁」の重なり

A案は、権利条約が要求する最低ラインの定義であ

る。この場合、「長期的な機能障害」と「社会的な

障壁による排除」は、それぞれが「障害者であるこ

と」の必要条件となる。

したがうて、「障害者の定義」の問題は、「長期的

な機能障害」と「社会的な障壁による排除」をいか

に定義するかというFED5題 に帰結すると考えられる。

「機能障害」だけで障害者を定義

これに対して、B案は、
.医

療モデルを最大限に拡張

したものである。この場合、「長期的な機能障害」

は「障害者であること」の懸要十分条件となる。

しかし、たとえば「近視であるがメガネをかければ
日常生活に支障のない人」は、「長期的な機能障
害」を有しているが、|「社会的な障壁による排除」
はほとんど受けていない (飛行機のパイロットにな
れない、など)。

単に「長期的な機能障害」だけで障害者を定義する
とtこのような人も包含されることになるが、それ
で良いのか? あるいは、そのような人を障害者に

含めないとすれば、「長期的な機能障害」をどのよ
うに定義すれば良いのか?

社会的な障壁

-6-



支援の必要度を加味した立体モデル
支援の必要度

難病患者 ―クフェイス

人種差別を

受けている人

権利条約による障害者の定義の平面モデル (o2).

この図は、「長期的な機能障害 (継続的/断続的)」 と「社会的

な障壁による排除」の2つの集合によるベン図で、2つの集合の

重なり (積集合)が「権利条約における障害者の定義」・である。

「日本の現行制度における:章害者の定義」の集合は、身体障害者

と矢□的障害者と精神障害者の3つの集合の合計 (和集合)であり、

「権利条約における障害者の定義」の内部に位置している (部分

集合)。 「権利条約における障害者の定義」から「日本の現行制

度における障害者の定義」を差し引いた部分 (差集合)が「谷間

の障害者」となる6

支援の必要度を加味した立体モデル (p7)

この図は、前述の「権利条約による障害者の定義の平面モデル」

を底面とする円錐である。'この円錐の高さは「支援の必要度」に

対応しており、底面に軽度障害者が位置し、頂点に重症lい身障害

児者やALS憲者が位置している。
-7-
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訂緯
2010年 12月 6日

障がい者制度改革推進会議             .
構成員 各位  |

全国障害学生支援センター

 ヽ                              代表 殿岡 翼

高等教育での差男1禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書

私たちは、障害をもつ当事者の立場から大学進学や学生生活についての情報提供をして

いる、非営利の民間団体です。障害をもつ学生の高等教育については、これまで障害者施

策の中で十分位置づけられてきませんでした。そのため、入学後の障害学生に対するサー

ビスが大学によつて異なっているばかりでなく、障害を理由に受験や入学を大学などが拒

否しても、直ちには違法とならず差別禁上が明確にされていないのが現状です。

当センターでは、これまで実施してきた「大学における障害学生の受け入れ状況に関す

る調査」の結果を踏まえ、局等教育での差別禁上を要望いたします。

また、障害者福祉施策の分野でも、障害をもつ学生の高等教育へめ進学は、制度め前提

とされていません:前提とされていないばかりでなく、現行の制度では教育場面での自立

支援法の利用は極めて制限されております。                ｀

障害者自立支援法 (以下、自立支援法と略す)が施行されて以来、当センタ=には障害

学生から自立支援法についての相談が、数多く寄せられてきました。その中で、大学など

教育機関と自立支援法行政との間で、障害学生の介助 (授業内の補助、授業以外の学生生

活、通学など)をめぐり実施主体、費用などの押し付け合いが発生しております。その結

果、障害学生が必要な介助を受けられない状況も発生しています。また、大学への入学が

できなかつたり、学生生活を継続できなくなることも起こつています。当センターは、そ

うした状況のもとで過ごす障害学生の教育場面での人的なサポー トのニーズと課題を明ら

かにするため、アンケー トを実施しました。アンケー ト結果および当センターに寄せられ

ている相談事例から、教育場面での介助サ‐ビス利用について、要望いたします。

【政府・推進会議への要望事項】   |
① 障害者権利条約で、「あらゆる教育段階において障害者にとつてインクルーシブな教育

制度を確保することが必要とされている」ことをら、まえ、大学など高等教育機関での障害

者差別の禁止と合理的配慮を法制度に盛り込むことともに、障害学生支援を障害者施策の

中にしつかりと位置づけること。

・高等教育機関において、障害や、そのサポー トができないことを理由とした出願拒

否・受験拒否・入学拒否の禁止  ‐

・合理的な配慮をしないなど、障害者にとって不利な条件で、高等教育機関への入学

試験を実施することの禁■Li

・高等教育機関において、障害者が十分に学び、学生生活を送れるよう、制度的・物
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書

理的 :人的サポー ト環境を整備すること

② パーソナルアシスタントの理念にのつとり、障害者本人がどの場面で介助を受けても

同じサービスが受けられるよう、教育場面 (授業内・学生生活・通学)で も必要な介助サ

ービスが使えるようにすること。

③ 厚生労働省、文部科学省の垣根を越え、障害者本人がひとつのサービスとして介助を

受けられるよう制度設計し、必要な財政支援については省庁間で協力して確保すること。

④ 推進会議が発足以来目指してきた「制度の谷間」のない新総合福祉法制定に際して、

教育分野が再び制度の谷間に落ちることのないよう、必要な施策を追加すること。  ′

【要望の背景】

①大学における障害学生の受け入れ状況

障害を理由に受験や入学を拒否する大学があり、入学後の障害学生に対するサービ

スが大学にようて異なっている。※別紙2-1 参照  ,
②教育場面で自立支援法が使えない現状での課題  |

課題1:自 立支援法が授業内・学生生活・通学などで使えないことで、教育場面での

介助が確保できず、それが理由となつて、合格したにもかかわらず大学などへの進学

をあきらめなければならない学生がいる。

課翼2:日常生活での介助とその必要性は同じなのに、教育場面で自立支援法が使え

ないことで、1入学後の教育場面での介助をな本ゃボランティァに依存するなど、確実

性の低い、不十分な状況で本人が介助を受けなければならない状況が続いている。

※アンケニト結果および当センタニに寄せられている相談事例を集約。課題の具体的

な状況 は、別紙 2-2 を参 照 ^

【今回実施 したアンケー トの概要】     _
調査名 :障害学生と自立支援法利用についてのアンケー ト (肢体障害者向け)

実施団体 :全国障害学生支援センター

協力 :DPI(障害者インターナショナル)日本会議
‐

目的 障害学生の教育場面での人的なサポー トのニーズを明らかにして、障害者自立支援

法 (以下、自立支援法と略す)に代わる新たな制度を制定する際に、制度の不備で使いに

くいものが残らないよう事例を収集して課題を明らかにすることを目的とする。

対象 18歳以上の肢体障害のある当事者で、自立支援法が完全施行された2006年 10月 以

降に大学などの教育機関に在籍した経験のある方

調査期間 :2010年 10月 7日 から末自   回答数 10.

要望書についての連絡先 全国障害学生支援センター

所在地 〒252-Oj18 神奈川県相模原市南区

上鶴間本町 3‐ 14-22由 園コーポ 3号

TEL・ FAX  042-746-7719  Eメ ール   info@nscsd jp
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サτビス利用についての要望書 別紙 2-¬

大学における障害学生受け入れの現状  (2008調査より)

全国障害学生支援センタニ

障害学生の受験を認めるかどうか、入学試験や入学後に、障害学生の支援をするかどうかは、各大学に

任されており、対応が不十分。そのため、障害学生が希望する大学を受験できない、障害をもたない学生

と同質の学生生活が送れない状況が、各地で起こつている。

表 1 障害学生の在籍状況 ※「在籍あり」と回答ヒンた大学 295校の内訳

障害種別 大学数  (校 ) 人数  (ズ ) 平均在籍人数  (人 )

肢体障害 235 ‐ 756

聴覚障害 180
，

４

内部障害 355 4.1

視覚障害 101 222 2.2

莞違 障害 110

精神障害

重複障害 22 24 11

知的障害
ハ
υ

1.障害学生の受験可否 :

受験可 :障害学生が大学に志願する前の段階で、受験を認めている状態。

受験可否未定 :個 々の障害学生の障害程度や、入学後のサポー ト可否を検討した上で、

大学が受験を認めるかどうかを半1断する状態。

受験不可 :障害学生の受験を認めていない状態6

表 2 障害学生の受験可否

受験可 受験可否未定 受験不可

大学数 (校 ) 有効回答比 大学数 (校 ) 有効回答比 大学数 (校 ) 有効回答比

肢体障害 244 56.5% 41.9% 7 1 6%

聴覚障害 230 53.2% 43.3% 315%

視覚障害 194 44 9% 50 5% 20 4_6%

内部障害 43.5% 233 53.9% 2.5%

精神障害 25 9% 284 65.7% 8.3%

発達障害 19 7% 305 70.6% 9。 7%

知的障害 1% 301 69.7% 12.3%

2受 験 時の配慮

何 らかの配慮をする大学は増えてきているが、必ず しも障害学生が望む形になっていない。受験 を認め

ても、1配慮が不十分なため、結果的に障害学生の能力が十分に評価 されない現実がある。

表 3 肢体障害 受験時配慮内容 ※「入学試験で配慮あり」と回答 した大学 350校の詳細

配慮内容 大学数 (校 ) 有効回答比

拡大文字用紙に解答 14.9%

チ ェックによる解答 9.1%

代筆での解答 5 4%

パ ソコンによる解答 4.6%

車での来校を認める
月
十 42 6%

試験室入 り口までの付き添いを認める 39 1%

別室受験 37 7%
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表4 聴覚障害 受験時配慮内容 ※「入学試験で配慮あり」と回答 した大学 332校 の詳細

配慮内容 大学数 (校 ) 有効回答比

面接時の筆談 19.9%

手話通訳者の利用 5 40/0

手書き要約筆記者の禾1用 3 3%

パソコン通訳者の利用 0 9%

座席位置の配慮 141 42 5%

補聴器の使用
う
４ 38.0%

注意事項の文書伝達 104 31.3il

表 5 視覚障害 受験時配慮内容・※「入学試験で配慮あり」と回答 した大学 324校 の詳細

配慮内容 大学数 (校 ) 有効回答比

拡大文字による出題 94 29.0%

点字による出題 20.7%

パソコンでの出題 1 9%

車での来校を認める 130
”
十

男1室受験 39.5%

試験室入 り口までの付き添いを認める 38.6%

3.入 学後 の支援

障害学生は、入学後 もさまざまな分野での支援が必要だが、下表のように実施は不十分。

表 6 入学後の支援内容      ,
支援内容 大学数 (校 ) 有効回答比

一般講義での配慮 210 48.6%

定期試験での配慮 44 7%

体育実技での配慮 37 5%

語学授業での配慮 101 23.4%

実習での配慮 21 3%

実験での配慮 127%

肢体障害学生への支援 174 40 3%

聴覚障害学生全の支援 139 32 2%

視覚障害学生への支援 25 7%

注 1:上記の表は、全国障害学生支援センタニが実施した「大学における障害学生の受け入れ状況に関す

る調査」の結果をもとにしている。 調査期間 :2006年 12月 ～2007年 3月 実施

調査対象 :全国すべての大学・大学校 745校  回答数 :420校 (56%)

数字は、特別な表記がない場合、回答大学数 420校に学部別回答を含めた、計 432校 中の内訳。

各大学の詳細なデータは、書籍『大学案内 2008障害者版』にて公表。

注 2:調査・書籍について参考 154国 会 衆議院 厚生労働委員会 6号 2002年 4月 5日  石毛えい子議員

154国 会 参議院 内閣委員会 8号 2002年 4月 9日 田嶋陽子議員

注3:全国障害学生支援センタ‐は、障害をもつスタッフが中心に、調査、相談・情報提供、機関誌の発

行、障害学生交流会の開催等を行 うボランティア団体。平成 20年度バリアラリー・ュニバーサルデ

ザイン推進功労者表彰の「内閣府特命担当大臣表彰優良賞」に選ばれた8

全国障害学生支援セシタニ 問い合わせ先

〒228=08181神 奈川県相模原市上鶴間本町 3-14=22 田園コニポ 3号室 :

電話・ FAx 042-746-7719   E=mall infOOnSCSd」 p URL ´
http://www nscsd.」 p/
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サー ビス利用についての要望書 別紙 2-2

1  
～ アンケー ト結果および当センターに寄せられている相談事例を集約 ～

課題 1:自 立支援法が授業内・学生生活「通学などで使えないことで、教育場面での介助

が確保できず、それが理由となつて、合格したにもかかわらず大学などへの進学をあきら

めなければならない学生がいる。     ｀

※以下5件は、別々の事例です。

①本人から        |
スクー リングにはヘルパーを使つてはダメです と行政か ら言われました。

'

②障害学生の親から

18歳 になる娘が大学に合格しました。しかし、生まれつき障害があり四肢麻痺で座位不

能です。大学でも常時介助者を付けないとノー ト取り、 トイレ等何もできない状態です:

大学からも介助者をつけるよういわれていて介助者なしでの登校は拒否されております。

市役所等相談しておりますが、「障害学生支援」の助成を活用した運用を大学に打診しまし

たが断られ、障害者自立支援法の活用でベルパー派遣を厚生労働省に打診しましたが、こ

ちらも在宅介護が基本で断られました。折角合格しましたが、このままでは進学できない

ことになりそうで1 何か手立てがありませんでしようか。          |

③福祉事務所から

行政から大学に介助派遣できない。ボランティアなどを集めるにはどうしたらよいか?

④ボランテイアセンターから

学内で使える公的支援を教えて欲しい。

⑤肢体不自由特男1支援学校教員から

現在、本校の高等部には、 3年生に大学希望の生徒がいます。 トイレや食事、授業補助

等の支援が必要な生徒です。大学側としては、経営を考え、社会保障としての公的支援が

制度上はないものの利用できないか等の話もしてもらつていますが、行政としては「大学

がすべきこと」で話が平行します。本人は、1学内の支援を保護者に求めることは拒否して

います。このような状況でなかなか具体的な動きの展望が見失いかけてきました。

課題 2:日 常生活での介助とその必要性は同じなのに、教育場面で自立支援法が使えない

ことで、入学後の教育場面での介助を友人やボランティアに依存するなど、確実性の低い、

不十分な状況で本人が介助を受けなければならない状況が続いている。
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「授業内」「授業以外の学生生活」「大学への通学」に分けて集約。      、

・授業内

①基本的に私は通信学生なので自宅でリポー トを書きt時々テス トを受けたり、スクーリ

ングに行つたりしています8

しかし実際のところ通信大学の書類はかなり煩雑で、なかなか今のベルパー制度では人材

が足りず、またパソョン操作が苦手なベルパーさんも多いため毎回ふうふう言らてぉりま

す。

また学内でのサポー トは学内から派遣された介助者が、学校までの行き帰りについては学

外のボランティア団体が数珠繋ぎで行つてくれてはいますが、やはり時間に制約があつた

り、遅亥Jせず到着して欲しいのに、それができなからたりするととても迷惑をかけるので

非常に神経を使います。また技術がまちまち、研修ができない等により、 トラブルが生じ

ることはありますが、と1り あえず今は少ない資源の中で何とが回していかなければならな

いのでそう贅沢を言つている場合ではありません。

ただやはり連絡不行き届き、介助内容を勝手に主催者側が決める等はFp5題だと思います。

②ノ‐トテイク :人によつて情報保障に差があり、ヘルパーの判断で情報が限られてしま

うことがある。授業内容の要′点をつかめていないことがあり、復習をする際に¬:便が生じ

る。主にPCを利用しているが、タイピングの速さがノートテイクの内容量を左右する:

コミュニケーション支援 :私はアウトプットに時間が′ういる為、ディスカッションの場面

などでは、言いたいことを発言する頃には、話題が変わっているということが多々ある。

私自身は、言いたいことをより速く伝えられるように、短い単語でアウトプットデる工大

をしている。しかし、ヘルパーがその意図を汲んで意味を広げて文章化したり、わかりや

すく説明出来なければ、私が伝えたい内容は他者にまで届かないことがある。私とヘルパ

ーの感情の相違が、正確な言葉を読み取ることの妨げにもなる。さらに、発言のタイミン

グがヘルパーの積極性や個人が持つボキャブラリァの量に左右され、会話の質に差が生じ

る。

③実費でヘルパーを使つたり自分でボランティアを募ったりしなくてはならないため、金

銭や労力がかかる。

④学校の授業に関係することにヘルパーを利用出来ない際、ボランテイアや友人に依頼 し

ていた。ヘルパーのような責任感をもって仕事をしてくれない人もおり、授業に遅刻する

などの事態が多く発生 したよ授業を受ける権利を奪われた。ヘルパーには給料が発生する

ため、私から無駄な用事や頼みにくいことも依頼 しやすい。
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・授業以外の学生生活

1:)学 内の身辺介助や移動の補助は、自立支援法では行えないため、学内でボランテイアを

―  募ったり、有料のヘルパーを使つたりしていた。ボランティアの人数は決して十分とは言

えず、また、有料だと金銭の負担が大きい。、ルパーだと(ボ ランティアに比べて)確実に

くるが、時間単位のため、生理的なトイレの時間を意識的に決めなくてはならない。

②基本的にその場その場で、最低限度のことを、その場にいる人に頼まなければならない

ので:も し断られたりした場合、どうすることもできなぃ状況になります。また究種にど

うしようもなくなると:学生課に行けば良いんだとは思いますが、入り口に高い段が2個

あるために私は入ることができません。  |
.   

ただ介助者を付けてしまうことが他の学生との交流をできなくさせる要因になつたり、ス

ケジ三―ィレを固定化することに繋がり、自由度が下がる気もしていて介助者を付ければ良

いの一言ではかたづけられない気もしています:

ただ実際はそんな余裕は無いというのが、実情ではありますが。

③サポートに関する学内の人員不足と、自立支援法の現行制度の対象外となつてしまうた

め必要なサポ,卜 が受けられない。

④大学でも自立支援法が適用されれば、もつと自由に動くことができる、いろんなことに

参加できるのにと思います。     ‐

・大学への通学

①ヘルパニを探すことが困難。

②サポートの人数を増やすため、通学介助については異性も募った。そのため、 トイレ介

助のようなデリケー トな介助は通学中は頼めなかつた。       |

③基本的にボランティアなので、時間やスキルに差があり、時間通りに到着できるかが未

知である。

また最寄り駅までの移動になるので、電車にきちんと時間通 り乗せてもらえるかも皆無で

ある。

④通学は、自立支援法の現行制度の対象外となってしまうため必要なサポー トが受けられ

ない。また、下校時に通学路上にあるスーパーなどで買い物やその他の移動支援が必要な

ときであっても、いつたん下宿に戻らなければ、ヘルパーが使えないのは、かなり不便で

ある。   ′ ‐
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⑤宿泊介助で、スクァリングに同行 し、スクーリング時の介助全般を引き受けて欲 しい。

(私専属に二人雇つてや り方等を教育すれば可能です。)ま たテス ト等の付き添いもそのや

り方で来て貰えれば慣れた介助者が来るので、安心です。

⑥雨風が強い日の通学が,心配。

以上

-1 5-



-16-




